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はじめに 

災害が起きたら、まずは自らの安全確保をしましょう。飼い主が無事でないとペットを

守ることが出来ません。 

避難者の中にはペットを連れて避難(※同行避難)してくる方もいます。ペットがいるこ

とによって辛い避難生活の中で心の安らぎや支えとなったという声がある一方、他の避難

者との間でペットを原因としたトラブルもあります。そのような問題を未然に防ぐために

は、避難所で一定のルールが必要になることから、「ペットとの避難における避難所運営

手引き」を作成しましたので、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手引きの内容 

１．避難所でのペット飼育の原則・・・・・・・・・・・・・・・・１ｐ 

２．ペットと避難のための備蓄品・・・・・・・・・・・・・・・・３ｐ 

３．災害時に備えたしつけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ｐ 

４．ペットの所有者明示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ｐ 

５．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ｐ 

 

    〇動物病院緊急連絡先 

    〇印西市ハザードマップ 

    〇ペット登録票  

     

 

 

 

  

※ 同行避難とは 

  災害発生時に、飼い主が飼育しているペットを同行し、避難場所まで安全に避

難することです。避難所での人とペットの同居を意味するものではありません。 
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１．避難所でのペット飼育  

(１)ペット飼育は飼い主の責任です。 

避難所でのペットの世話や当面の餌の確保、飼育場所の管理は、飼い主の責任で行

うことになります。ペットを飼っていない方への配慮やペット自身のストレスの軽減

に努めるなど、飼い主には普段以上に様々な配慮が求められます。飼い主同士が協力

して飼育することも必要になります。 

 

● 飼育場所について 

原則として屋外飼育になります。自動車内での飼育は、すべての避難所で可能と

しております。 

※ 災害時は、災害の種類により開設する避難所は異なります。すべての避難所で

ペットを受け入れ可能なわけではありません。ペットと避難をする場合は、事

前に防災課危機管理室 ℡０４７６－３３－４４２８へお問い合わせください。 

 

● 飼育スペース全体やその周辺の掃除、消毒 

飼育スペースは小中学校、公民館などが多く、避難所としての機能終了後は元の

用途に使用されます。床面や壁面を汚さないようビニールシート等を使用し、汚れ

が残らないように配慮をお願いします。 

 

  ● ペット用トイレの掃除、糞尿の処理 

    避難所生活において、においに対する苦情が発生することが考えられます。ペッ

トが排泄した後のトイレシートや猫砂などはビニール袋に入れ、硬く口を閉じるよ

うにしましょう。 

 

(２)避難所の居住スペースでは、原則としてペットと同居できません。 

ペットの飼育場所は、人の居住スペースと分けられます。避難される方は、動物に  

アレルギーを持つ方、動物が苦手な方や動物に不用意に手を出しかねない幼い子供など

もいます。周囲に配慮しましょう。飼育場所以外には連れて行くことは出来ません。 

 

    身体障害者の補助犬である盲導犬、介助犬、聴導犬はペットではなく、「身体障

害者補助犬法」により、公共的施設での同伴を認められています。 

しかし居住スペース内に同伴することにより、他の避難者がアレルギー症状を 

引き起こす可能性がある場合などは、配慮が必要となります。
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(３)避難所の飼育ルールを守りましょう。 

大勢の人が共同生活を送る避難所において、ペットに関するトラブルが生じない 

よう各避難所の飼育ルールを守り、他の避難者に配慮することを心掛け、衛生的な飼

育をしなければいけません。 

 

(４)避難所に同行できるペットの種類。 

   例：犬、猫、ウサギ、ハムスター、小鳥などの小動物になります 

飼育に許可がいるなど、特別な管理が必要な動物は受け入れできません。 

 

 

 

☆お願い☆ 

  日頃おとなしいペットでも災害発生時は慣れない環境で神経質になりま

す。ペットによる危害防止のために飼い主の皆様のご協力をお願いします。 

  本誌は長期の避難所を想定したものではありません。避難所が長期に及

んだ場合は、親戚や友人、ペットホテルに預けるなどの方法を検討してい

ただくことになります。 
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２．ペットと避難のための備蓄品 

 
災害に備えて、ペットのためにも必要な物資の備蓄をしましょう。避難所では、人に対

する準備が中心となり、飼っているペットに対する準備等は、基本的に飼い主の責任にな

ります。 

 

 

 

【必要な備蓄品】 

・ケージ、キャリーバッグ  ※必須 

・首輪、リード  ※必須 

・エサと水(最低５日分は用意しましょう) ※必須 

・トイレ用具(ペットシーツ、処理用具、トイレ砂など) ※必須  

・ブラシ 

・タオル 

・ペットの写真(迷子になったときのため) 

 

 

 

【その他】 

●飼い主の連絡先と、ペットに関した飼い主以外の緊急連絡先・預け先などの情報。 

●ワクチン接種状況、投薬中の薬情報、検査結果、健康状態、かかりつけの動

物病院の情報。 

 

※ 備蓄品の他に上記の情報などもわかるようにしておくとペットがケガをした際に、応急

処置での対応に役立つことがあります。 
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３．災害時に備えたしつけ 
 

災害時はペットがパニックになり、いつもと違う行動を取る可能性があります。こうし

た状況下で、人とペットがすみやかに避難するためには、普段からキャリーバッグなどに

入ることを嫌がらないことや、「待て」、「おいで」などのしつけが必要になります。 

 

 

(１)「待て」、「おいで」、「お座り」、「伏せ」などの基本的なしつけを行う。 

(２)ケージなどの中に入ることを嫌がらないように、日頃から訓練する。 

(３)不必要に吠えないようにしつける。           

(４)決められた場所で排泄できるようにする。         

(５)狂犬病予防接種、各種ワクチン接種を必ず行う。       

(６)寄生虫の予防、駆除を行う。               

(７)シャンプーやトリミングにより身体を清潔に保つ。     

(８)不妊去勢手術を行う。 

 

 

避難所や動物救護施設では、ペットが体調を崩し、下痢や嘔吐、食欲不振などのストレ

ス兆候を示すことが報告されています。また、他の動物との接触が多くなることから、感

染リスクも高くなります。普段からペットの健康と衛生を留意しましょう 

 さらに逸走時の繁殖を防止するために、不妊去勢手術を実施しておく。不妊去勢手術に

は、性的ストレスの軽減、感染症の予防、無駄吠えなどの問題行動の抑制などの効果もあり

ます。 
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４．ペットの所有者明示  
 

 災害発生時には、ペットが離れ離れになってしまう場合もあります。ペットが保護

された際に飼い主の元に戻れるように、所有者明示をしておく必要があります。 

 

 

 

例 

 犬の場合  

●首輪と迷子札 

●鑑札、狂犬病注射済票(狂犬病予防法により鑑札および注射済票の装着が義

務づけられています。) 

●マイクロチップ(公益社団法人日本獣医師会などに飼い主情報および動物情

報の登録を行うこと。) 

 

 

 猫の場合  

●首輪と迷子札 

●マイクロチップ(同上) 
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５．その他 

動物病院連絡先(獣医師会会員病院) 

 

〇杉田動物病院 

住所：印西市木刈 4-2-2         ℡ 0476-48-1010 

 

〇牧の原どうぶつ病院 

住所：印西市牧の原 1-3 牧の原モア内   ℡ 0476-36-8282 

 

〇ミズノ動物クリニック 

  住所：印西市高花 2-1-10        ℡ 0476-46-9991 

 

〇おおたけ動物病院 

  住所：印西市舞姫 1-3-6         ℡ 0476-33-6773 

 

〇ガーデンどうぶつ病院 

 住所：印西市大森 693-6         ℡ 0476-77-8386 

 

 

 

 

※ 緊急時の連絡先として獣医師会会員病院の連絡先を載せています。災害時は繋がりに

くいことも想定されます。かかりつけの病院がある方は電話番号など災害時にもすぐ

に確認できるように日頃から準備をしておきましょう。 
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〇ペットと避難する際に記入しお持ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇お問い合わせ先 
 

避難所の開設状況、その他災害対応に関する事 

                 印西市防災課危機管理室へ 

                 ℡０４７６－３３－４４２８(直) 

 

本誌の内容について 

                 印西市環境保全課指導係へ 

                 ℡０４７６－３３－４４９５(直) 


